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議案第２０号

平成１９年度鳥取県営病院事業会計予算

（総　則）

第１条　平成１９年度鳥取県営病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

\１　病　　　床　　　数 ７３５床

\２　年 間 入 院 患 者 数 ２３３, １４２人

\３　年 間 外 来 患 者 数 ３３３, ６９０人

\４　一日平均入院患者数 ６３７人

\５　一日平均外来患者数 １, ３６２人

\６　主要な建設改良事業

厚生病院本館等改築整備事業 ８２６, ０４８千円

医療機器備品 ６４７, ９９３千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　入

第１款　病院事業収益 １４, ５９９, ５３１千円

第１項　医　業　収　益 １２, ７３０, ５１７千円

第２項　医 業 外 収 益 １, ７６１, ２４６千円

第３項　特　別　利　益 １０７, ７６８千円

支　　　　　　出
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第１款　病院事業費用 １５, ９５７, ９２１千円

第１項　医　業　費　用 １５, ０２９, ８９９千円

第２項　医 業 外 費 用 ４４３, ８６５千円

第３項　特　別　損　失 ４８４, １５７千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額４５７, ４７５千円は過年度分損益勘定留保資金４５７, ４７５千

円で補てんするものとする。）。

収　　　　　　入

第１款　資 本 的 収 入 ２, ０７３, ０２６千円

第１項　企　　業　　債 １, ４４２, ５００千円

第２項　負　　担　　金 ６２２, ７９８千円

第３項　固定資産売却代金 ７, ７２８千円

支　　　　　　出

第１款　資 本 的 支 出 ２, ５３０, ５０１千円

第１項　建 設 改 良 費 １, ４６７, ０７０千円

第２項　企業債償還金 １, ００３, ４３１千円

第３項　他会計からの借入金償還金 ６０, ０００千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　　　　項　　　　　　　　期　　間　　　　　限　度　額

ＩＣカード出退勤システム賃借料 平成２０年度から 7,584千円
平成２３年度まで
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（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、１, ９００, ０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経

費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれ

らの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

\１　職 員 給 与 費 ８, ２７６, ２５０千円

\２　交　　際　　費 ８００千円

（たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は、３, ８７６, ０４４千円と定める。

（重要な資産の取得）

起債の目的

病院事業費に
充当

起債の方法

1,442,500

限 度 額 利　　率 償還の方法

千円

証書借入れ又は証券発行
の方法により財政融資資
金その他より借入れする
ものとする。ただし、事
業又は県財政の都合によ
り起債額の全部又は一部
を翌年度に繰り延べて起
債することができる。

10％以内（ただ
し、利率見直し
方式で借り入れ
る政府資金及び
公営企業金融公
庫資金につい
て、利率の見直
しを行った後に
おいては、当該
見直し後の利
率）

借入年度から１年
すえ置き、じ後29

年度間に償還する
ものとする。ただ
し、県財政その他
の都合によりすえ
置き及び償還年限
を短縮又は延長し
て起債し、あるい
はすえ置き又は償
還期間中であって
も償還年限を短縮
し、延長し、又は
繰上償還を行い、
若しくは借換えす
ることができるも
のとする。
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第１０条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　　類　　　　　　　名　　　　称　　　　　　数　量

医療機器備品　　　　血管撮影画像処理装置　　　　一　式

平成１９年２月１３日提出

鳥取県知事　　片　　山　　善　　博


